
分野 3 1

法律名

第4条の3 第１項 ⅲ

第4条の3 第２項 ⅲ

第５条 ⅲ

第５条の２ ⅲ

第５条の３ 第１項 ⅲ

第５条の３ 第２項 ⅲ

第５条の４ 第１項 ⅲ

第５条の４ 第３項 ⅲ

第５条の４ 第４項 ⅲ

第５条の４ 第５項 ⅲ

第6条 ×

第7条 第１項 ⅲ

第7条 第２項 準用規定

第28条 第１項 ⅲ、ⅳ a

第28条 第２項 準用規定

第28条 第４項 ⅲ、ⅳ a

条 項

通番

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第８条の２ 第３項 準用規定

第８条の３ 第２項 準用規定

第８条の４ 第２項 準用規定

第１２条 適用規定

第１３条の３ 第４項 準用規定

第１４条の９ 第３項 適用規定

第１４条の１１ 第２項 適用規定

第１４条の１２ 第２項 適用規定

第１４条の１３ 第２項 適用規定

第１４条の１４ 第２項 準用規定

第１４条の１５ 第２項 適用規定

第１４条の１７ 第３項 準用規定

第１４条の１８ 第４項 準用規定

第１５条の５ 第３項 準用規定

第１５条の６ 第２項 準用規定

第１５条の７ 第２項 ア

第１５条の７ 第３項 ア

第１５条の７ 第４項 ア

第１５条の８ 第１項 ア

第１５条の８ 第２項 ア

第１６条の２ 第２項 ア

第１６条の３ 第３項 準用規定

第１６条の４ 第７項 準用規定

第１６条の４ 第１２項 準用規定

第１６条の５ 第３項 準用規定

第１６条の５ 第４項 準用規定

第１７条の３ 第２項 適用規定

第１７条の４ 第３項 適用規定

第１７条の４ 第４項 適用規定

第１７条の４ 第５項 適用規定

第１９条の２ ア

第１９条の６ 第１項 ア

第１９条の６ 第２項 準用規定

第１９条の７ 第１項 ア

第１９条の７ 第３項 準用規定

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第１９条の８ ア

第１９条の９ 第１項 ア

第１９条の９ 第２項 ア

第１９条の１０ 第２項 ア

第２０条の４の２ 第７項 準用規定

第２０条の５の４ 適用規定

第２０条の７ 準用規定

第２０条の８ 準用規定

第２０条の１０ ア

第24条 第6項 適用規定

第24条の2 第1項 適用規定

第24条の2 第3項 準用規定

第24条の2 第4項 準用規定

第24条の3 第1項 適用規定

第24条の3 第2項 適用規定

第26条 第2項 ア

第46条 第1項 ⅲ、ⅳ a

第46条 第2項 ⅲ、ⅳ a

第46条 第4項 ⅲ、ⅳ a

第48条 第2項 ⅲ、ⅳ a

第48条 第3項 ⅲ、ⅳ a

第48条 第5項 ⅲ、ⅳ a

第48条 第7項 ⅲ、ⅳ a

第53条 第10項 適用規定

第53条 第14項 適用規定

第53条 第18項 適用規定

第53条 第22項 適用規定

第53条 第34項 適用規定

第53条 第38項 適用規定

第53条 第39項 準用規定

第53条 第48項 ⅲ、ⅳ a

第53条 第49項 ⅲ、ⅳ a

第55条 第5項 準用規定

第58条 第6項 ⅲ、ⅳ a

第63条 第3項 ⅲ、ⅳ a
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第63条 第4項 ⅲ、ⅳ a

第66条 第1項 ア

第66条 第2項 ア

第68条 第1項 ア

第68条 第4項 ア

第68条 第6項 ア

第71条の17 第1項 ア

第71条の19 第1項 ア

第71条の19 第4項 ア

第71条の19 第6項 ア

第71条の38 第1項 ア

第71条の40 第1項 ア

第71条の40 第4項 ア

第71条の40 第6項 ア

第71条の58 第1項 ア

第71条の60 第1項 ア

第71条の60 第4項 ア

第71条の60 第6項 ア

第72条の2 第4項 適用規定

第72条の2の2 第1項 適用規定

第72条の2の2 第3項 準用規定

第72条の2の2 第4項 準用規定

第72条の2の2 第5項 準用規定

第72条の3 第1項 適用規定

第72条の3 第2項 適用規定

第72条の3 第3項 適用規定

第72条の7 第3項 ア

第72条の7 第4項 ア

第72条の24の10 第2項 適用規定

第72条の24の10 第3項 準用規定

第72条の24の11 第2項 適用規定

第72条の24の11 第3項 準用規定

第72条の31 第4項 準用規定

第72条の38の2 第4項 適用規定

第72条の38の2 第7項 準用規定
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第72条の38の2 第12項 準用規定

第72条の41の4 第1項 準用規定

第72条の41の4 第2項 準用規定

第72条の41の5 第1項 準用規定

第72条の41の5 第2項 準用規定

第72条の49 第11項 ⅲ、ⅳ a

第72条の49の8 第4項 適用規定

第72条の58 ⅲ、ⅳ a

第72条の59 第2項 ⅲ、ⅳ a

第72条の63 第2項 ア

第72条の66 第1項 ア

第72条の66 第2項 ア

第72条の68 第1項 ア

第72条の68 第4項 ア

第72条の68 第6項 ア

第72条の78 第４項 適用規定

第72条の78 第５項 適用規定

第72条の79 適用規定

第72条の80 第１項 適用規定

第72条の80 第２項 適用規定

第72条の80の２ 第１項 適用規定

第72条の80の２ 第３項 適用規定

第72条の80の２ 第４項 適用規定

第72条の84 第３項 ア

第72条の108 第１項 適用規定

第72条の111 第１項 適用規定

第７３条の２ 第１０項 適用規定

第７３条の８ 第３項 ア

第７３条の８ 第４項 ア

第７３条の１４ 第２項 適用規定

第７３条の１４ 第５項 適用規定

第７３条の１５の２ 第２項 適用規定

第７３条の１８ 第３項 ⅲ、ⅳ a

第７３条の２１ 第３項 ⅲ、ⅳ a

第７３条の２１ 第４項 ⅲ、ⅳ a



分野 3 2

法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第７３条の２２ ⅲ、ⅳ a

第７３条の２４ 第３項 適用規定

第７３条の２５ 第３項 準用規定

第７３条の２６ 第２項 準用規定

第７３条の２７ 第２項 準用規定

第７３条の２７の２ 第３項 準用規定

第７３条の２７の３ 第３項 準用規定

第７３条の２７の３ 第５項 準用規定

第７３条の２７の４ 第２項 準用規定

第７３条の２７の４ 第４項 準用規定

第７３条の２７の４ 第６項 準用規定

第７３条の２７の４ 第８項 準用規定

第７３条の２７の４ 第１０項 準用規定

第７３条の２７の４ 第１２項 準用規定

第７３条の２７の５ 第３項 準用規定

第７３条の２７の６ 第２項 準用規定

第７３条の２７の７ 第３項 準用規定

第７３条の２７の８ 第２項 準用規定

第７３条の２７の９ 第２項 準用規定

第７３条の３４ 第１項 ア

第７３条の３６ 第１項 ア

第７３条の３６ 第４項 ア

第７３条の３６ 第６項 ア

第74条の3 第1項 適用規定

第74条の3 第2項 適用規定

第74条の3 第3項 適用規定

第74条の3 第4項 適用規定

第74条の6 第3項 適用規定

第74条の7 第5項 ア

第74条の7 第6項 ア

第74条の11 第2項 準用規定

第74条の14 第4項 適用規定

第74条の25 第１項 ア

第74条の27 第１項 ア

第74条の27 第4項 ア
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第74条の27 第6項 ア

第76条 第３項 準用規定

第７７条 第３項 ア

第７７条 第４項 ア

第92条 第１項 ア

第94条 第１項 ア

第94条 第４項 ア

第94条 第６項 ア

第１５０条 第４項 適用規定

第１５５条 第３項 ア

第１５５条 第４項 ア

第１６５条 第１項 ア

第１６７条 第１項 ア

第１６７条 第４項 ア

第１６７条 第６項 ア

第188条 第２項 ア

第188条 第３項 ア

第198条 第１項 ア

第200条 第１項 ア

第200条 第４項 ア

第200条 第６項 ア

第264条 第3項 ア

第264条 第4項 ア

第283条 第1項 ア

第285条 第1項 ア

第285条 第4項 ア

第285条 第6項 ア

第294条 第8項 適用規定

第294条の2 第1項 適用規定

第294条の2 第3項 準用規定

第294条の2 第4項 準用規定

第294条の3 第1項 適用規定

第294条の3 第2項 適用規定

第298条 第2項 ア

第298条 第3項 ア
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第314条の8 第3項 適用規定

第317条 ⅲ、ⅳ a

第321条の4 第6項 準用規定

第321条の8 第10項 適用規定

第321条の8 第14項 適用規定

第321条の8 第18項 適用規定

第321条の8 第22項 適用規定

第321条の8 第34項 適用規定

第321条の8 第35項 準用規定

第321条の11 第5項 準用規定

第321条の15 第2項 ⅲ、ⅳ f

第321条の15 第3項 ⅲ、ⅳ f

第329条 第1項 ア

第329条 第2項 ア

第331条 第1項 ア

第331条 第4項 ア

第331条 第6項 ア

第334条 ア

第３４９条の３の３ 第１項 適用規定

第３４９条の３の３ 第２項 準用規定

第３４９条の３の３ 第３項 適用規定

第３４９条の３の３ 第４項 準用規定

第３４９条の４ 第２項 適用規定

第３４９条の５ 第２項 適用規定

第３５３条 第３項 ア

第３５３条 第４項 ア

第３７１条 第１項 ア

第３７３条 第１項 ア

第３７３条 第４項 ア

第３７３条 第６項 ア

第３７３条 第７項 ア

第３８２条の３ ア

第３９６条 第３項 ア

第４０１条の２ 第４項 ×

第４０１条の２ 第５項 ×



分野 3 2

法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第４０４条 第２項 ×

第４１７条 第３項 準用規定

第４１７条 第４項 準用規定

第４１９条 第８項 準用規定

第４３３条 第１項 ア

第４３３条 第２項 ア

第４３３条 第９項 ア

第４３３条 第１０項 ア

第４３３条 第１１項 準用規定

第４３３条 第１２項 ア

第450条 第2項 ア

第450条 第3項 ア

第457条 第1項 ア

第459条 第1項 ア

第459条 第4項 ア

第459条 第6項 ア

第466条 第1項 適用規定

第466条 第2項 適用規定

第466条 第3項 適用規定

第466条 第4項 適用規定

第469条 第3項 適用規定

第470条 第5項 ア

第470条 第6項 ア

第474条 第2項 準用規定

第477条 第4項 適用規定

第485条 第1項 ア

第485条の3 第1項 ア

第485条の3 第4項 ア

第485条の3 第6項 ア

第５２５条 第３項 ア

第５２５条 第４項 ア

第５３９条 第１項 ア

第５４１条 第１項 ア

第５４１条 第４項 ア

第５４１条 第６項 ア
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第５８５条 第５項 準用規定

第５８７条の２ 第２項 準用規定

第５８８条 第３項 ア

第５８８条 第４項 ア

第６０１条 第６項 準用規定

第６０２条 第２項 準用規定

第６０３条 第４項 準用規定

第６０３条の２ 第６項 準用規定

第６０３条の２の２ 第２項 準用規定

第６１１条 第１項 ア

第６１３条 第１項 ア

第６１３条 第４項 ア

第６１３条 第６項 ア

第６２７条 準用規定

第６２９条 第８項 準用規定

第674条 第3項 ア

第674条 第4項 ア

第693条 第1項 ア

第695条 第1項 ア

第695条 第4項 ア

第695条 第6項 ア

第６９９条の５ 第３項 ア

第６９９条の５ 第４項 ア

第６９９条の１４ 第５項 準用規定

第６９９条の１４ 第８項 適用規定

第６９９条の１５ 第２項 準用規定

第６９９条の２３ 第１項 ア

第６９９条の２５ 第１項 ア

第６９９条の２５ 第４項 ア

第６９９条の２５ 第６項 ア

第700条の３ 第２項 適用規定

第700条の８ 第４項 ア

第700条の８ 第５項 ア

第700条の14の３ 第２項 準用規定

第700条の15 第３項 ア
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第700条の15 第６項 ア

第700条の15 第９項 ⅲ、ⅳ a

第700条の19 第５項 準用規定

第700条の21 第２項 準用規定

第700条の22 第６項 準用規定

第700条の22 第７項 適用規定

第700条の22の２ 第４項 ア

第700条の22の４ 第４項 ⅲ、ⅳ a

第700条の22の５ 第４項 ⅲ、ⅳ a

第700条の36 第１項 ア

第700条の38 第１項 ア

第700条の38 第４項 ア

第700条の38 第６項 ア

第700条の59 第２項 ア

第700条の59 第３項 ア

第700条の64 第１項 ア

第700条の66 第１項 ア

第700条の66 第４項 ア

第700条の66 第６項 ア

第701条の5 第２項 ア

第701条の5 第３項 ア

第701条の16 第１項 ア

第701条の18 第１項 ア

第701条の18 第４項 ア

第701条の18 第６項 ア

第７０１条の３２ 第３項 適用規定

第７０１条の３５ 第３項 ア

第７０１条の３５ 第４項 ア

第７０１条の６３ 第１項 ア

第７０１条の６５ 第１項 ア

第７０１条の６５ 第４項 ア

第７０１条の６５ 第６項 ア

第７０６条の３ 第３項 準用規定

第７０７条 第３項 ア

第７０７条 第４項 ア
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法律名

通番

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断

備考

第７１８条の６ 準用規定

第７１８条の７ 第３項 準用規定

第７１８条の８ 第３項 準用規定

第７２６条 第１項 ア

第７２８条 第１項 ア

第７２８条 第４項 ア

第７２８条 第６項 ア

第７２８条 第７項 ア

第733条の4 第3項 ア

第733条の4 第4項 ア

第733条の22 第1項 ア

第733条の24 第1項 ア

第733条の24 第4項 ア

第733条の24 第6項 ア

第７３４条 第３項 準用規定

第７３５条 第１項 準用規定

第７３５条 第２項 準用規定

第７３６条 第３項 準用規定

第７４２条 第２項 ⅲ、ⅳ a

第７４２条 第３項 ⅲ、ⅳ a

第７４４条 ⅲ、ⅳ a

第７４５条 第１項 準用規定

第７４５条 第３項 準用規定

第７５０条 第４項 ア

第７５０条 第６項 ⅲ、ⅳ a

第７５２条 第３項 準用規定

第７５２条 第６項 準用規定

第７５３条 第２項 ア

第７５４条 準用規定



分野 3 3

法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第３条 第５項 準用規定

条 項

通番

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法
律（昭和三十七年法律第八十八号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 3 4

法律名

第４条 第１項 ⅳ g

第４条 第２項 カ

第５条 第１項 カ

第５条 第２項 カ

第６条 第１項 ×

第６条 第３項 ×

第６条 第６項 カ

第７条 第１項 カ

第７条 第２項 カ

第９条 カ

第１７条 第２項 ×

第１７条 第３項 ア

第１７条 第７項 ×

条 項

通番

当せん金付証票法（昭和二十三年法律第百四十四号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 3 5

法律名

第４条 × 第２２条で準用

第７条 第１項 カ 第２２条で準用

第７条 第２項 カ 第２２条で準用

第８条 カ 第２２条で準用

第１８条 第２項 × 第２２条で準用

第１９条 ×

第２０条 第１項 ×

第２３条 第１項 カ

第２３条の４ 第２項 準用規定

第２３条の７ 第２項 ×

第２３条の８ 第１項 ×

第２５条 第２項 ×

第２５条 第４項 ア

条 項

通番

競馬法（昭和二十三年法律第百五十八号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 3 6

法律名

第２条 ×

第３条 ×

第４条 第１項
ⅳ
カ

g

第４条 第３項 ×

第４条 第５項 カ

第４条 第９項 ×

第５条 第１項
ⅳ
カ

g

第５条 第３項 カ

第７条 第１項 ×

第１１条 カ

第１２条 第１項 カ

第１２条 第２項 カ

第１２条 第３項 カ

第１２条 第４項 カ

第１２条 第５項 カ

第１２条 第６項 カ

第１３条 第１項 カ

第１３条 第２項 カ

第１３条 第３項 カ

第１６条 第１項 カ

第１９条 第２項 準用規定

第４９条 第１項 ×

第４９条 第３項 ×

第５４条 第１項 ×

条 項

通番

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

自転車競技法（昭和二十三年法律第二百九号）



分野 3 7

法律名

第４条 ×

第５条 ×

第６条 第１項
ⅳ
カ

g

第６条 第３項 ×

第６条 第５項 カ

第６条 第９項 ×

第７条 ×

第８条 第１項 カ

第８条 第３項 カ

第９条 第１項 ×

第９条 第２項 カ

第１０条 第１項 ×

第１５条 カ

第１６条 第１項 カ

第１６条 第２項 カ

第１６条 第３項 カ

第１６条 第４項 カ

第１６条 第５項 カ

第１６条 第６項 カ

第２０条 第１項 カ

第２３条 第２項 準用規定

第５３条 第１項 ×

第５３条 第３項 ×

第５８条 第１項 ×

条 項

通番

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

小型自動車競走法（昭和二十五年法律第二百八号）



分野 3 8

法律名

第３条 ×

第４条 第１項 カ

第４条 第３項 ×

第４条 第８項 カ

第５条 第１項 カ

第５条 第３項 カ

第６条 カ

第８条 第１項 ×

第９条 ×

第１３条 カ

第１４条 カ

第１５条 第１項 カ

第１５条 第２項 カ

第１５条 第３項 カ

第１５条 第４項 カ

第１６条 第１項 カ

第１６条 第２項 カ

第１６条 第３項 カ

第１６条 第４項 カ

第１７条 カ

第１８条 第１項 カ

第１８条 第２項 カ

第１８条 第３項 カ

第１８条 第４項 カ

第１８条 第５項 カ

第１９条 カ

第２１条 カ

第２２条 ×

第２５条 第１項 カ

第２８条 第２項 準用規定

第３０条 ×

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

モーターボート競走法（昭和二十六年法律第二百四十二号）

条 項 備考



分野 3 9

法律名

第３条 ⅰ、ⅲ 第１４条で準用

第４条 ⅲ 第１４条で準用

第５条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第５条 第２項 ⅲ 第１４条で準用

第６条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第６条 第２項 ⅲ 第１４条で準用

第７条 ⅲ 第１４条で準用

第８条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第８条 第２項 ⅲ 第１４条で準用

第９条 ⅲ 第１４条で準用

第１０条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第１１条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第１１条の２ 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第１１条の３ 第１項 ⅲ 第１４条で準用

第１１条の３ 第２項 ⅲ 第１４条で準用

第１３条 第１項 ⅲ 第１４条で準用

通番

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六
号）

メルクマール
該当非該当
の判断

条 項 備考



分野 3 10

法律名

第３条 ⅲ

条 項

通番

昭和二十一年法律第二十四号（法人に対する政府の財政援助の制限に関する
法律）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 3 11

法律名

第３条の２の２ 第１６項 準用規定

第５条の３ 第１項 適用規定

第５条の３ 第２項 準用規定

第５条の３ 第３項 適用規定

第５条の３ 第４項 適用規定

第６条 第１項 適用規定

第１０条の３ 第３項 ⅲ、ⅶ

条 項

通番

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法
律（昭和四十四年法律第四十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断




